
 

 

き」との意見があったことも

示されました。 

障害者雇用相談援助事業

では、労働局の認定事業者か

ら、障害者の一連の雇用管理

に関する相談援助を無料で

受けることができます（原則

１年を限度）。 

雇用継続に関しては、地域

障害者職業センターの「職場

適応援助者（ジョブコーチ）

による支援」といった公的支

援もあります。 

新たに障害者雇用に取り

組む企業では、こうした支援

を活用しながら具体的な雇

用を検討するとよいでしょ

う。 

 

◆助成金の活用も 

障害者雇用では、助成金も

大きく分けて（１）障害者の

雇入れ等を支援するもの、

（２）障害者が働き続けられ

るよう支援するもの、（３）障

害者雇用の相談援助を行う

事業者に対するもの、があり

ます。例えば（１）では、試

用期間中に職場への適応状

況を確認してから本格雇用

へ移行することができるト

ライアル雇用助成金があり

ます。 

なお、助成金の支給要件や

助成額等は頻繁に変更され

るため、活用にあたっては最

新情報の確認が必要です。 

「産休・育休中の経済的

支援かんたん試算ツー

ル」が公開されました 
 

◆「産休・育休中の経済的支

援かんたん試算ツール」と

は？ 

厚生労働省は１月、「産休・

育休中の経済的支援かんた

ん試算ツール」を公開しまし

た。このツールは、利用する

従業員（「ママの場合」、「パパ

の場合」に分かれている）の

情報を入力することによっ

て、出産時や育児休業中に受

け取れる給付金などの額が

簡単に試算できるというも

のです。 

入力する項目は以下のと

おりです。 

 ・子どもの出生日（子ども

が生まれる前は出産予定日） 

・生まれる（た）子どもの

人数  ・勤務地  ・給

与形態 

・休業開始前の給与月

額  ・出生後休業支援給

付金の申請の有無 

 

◆何が試算できるの？ 

「産休・育休中の経済的支

援かんたん試算ツール」で

は、以下の金額を試算するこ

とができます。 

・出産手当金   

・出産育児一時金  

 ・育児休業給付金   

・出生後休業支援給付金   

・社会保険料免除額 

「結果を表示する」をクリ

ックすると、それぞれの支給

額が算出されます。また、月

ごとの支給額（見込み）、給付

額、社会保険料免除額、計算

根拠等も表示されます。 

 

◆利用の注意点 

 このツールの計算結果につ

いては、あくまで目安であり、

実際の給付額を保証するもの

ではありません。また、各制

度の要件（被保険者資格、勤

務状況、休業期間など）を満

たさない場合は支給の対象に

なりません。 

 実際に制度を利用するため

には、勤務先や健康保険組合、

ハローワークなどでの手続き

が必要です。詳細な制度内容

や申請方法については、厚生

労働省や協会けんぽ等のホー

ムページを確認してくださ

い。 

 従業員の出産や育児休業の

際に活用してみてはいかがで

しょうか。 

 

【参考】 

産休・育休中の経済的支援か

んたん試算ツール 

https://shussan.ikukyu-

simu.mhlw.go.jp/ 

 

◆日本語能力の水準 

日本語能力の水準は、育

成就労開始時は日本語 A1相

当（または同等の講習受

講）、１年経過時は A1相当

以上、本人意向による転籍

時は A2.1相当以上、育成就

労終了（特定技能１号相

当）時は A2.2相当以上、特

定技能２号では B1相当以上

が目安です。 

分野によって上乗せもあ

り、例えば自動車運送業

（バス・タクシー）では、

原則日本語 B1を求めます

が、日本語サポーターの同

乗など一定の条件を満たす

と A2.2まで引下げ可能で

す。 

 

◆転籍、上乗せ基準 

育成就労制度では本人意

向による転籍が認められて

おり、当面は分野ごとに１

～２年の転籍制限期間があ

ります。ほかに、制度の適

正性を確保するため、特定

の分野で上乗せ基準（事業

者の範囲の限定（許認可

等）などの追加要件）を設

けています。なお、運用要

領は追って公開される予定

です。 

 

【参考】 

育成就労制度に係る制度の

運用に関する基本方針・分

野別運用方針・運用要領

（出入国在留管理庁） 

https://www.moj.go.jp/isa/0

3_00169.html 

 

障害者雇用納付金 対象

拡大の動きと企業の対応 
 

障害者の法定雇用率を下

回った企業に課される納付

金（不足する人数に応じて１

人当たり月５万円）の対象に

ついて、現在は免除されてい

る常用労働者数 100 人以下

の中小企業にも拡大すべき、

との意見が盛り込まれた報

告書が、２月６日に公表され

ました。早ければ令和９年の

通常国会での障害者雇用促

進法等の改正を目指すと報

道されています。 

 

◆企業の対応 

上記報告書には、100 人以

下の企業への納付金対象拡

大に肯定的な意見があった

一方で、「障害者雇用相談援

助事業等を通じた十分な支

援等により、中小企業におけ

る障害者雇用の進展を確認

した後に、改めて検討するべ

特定技能・育成就労の分

野別運用方針が閣議決定

されました 
 

政府は、令和９年４月か

らの特定技能および育成就

労制度に関し、「特定技能

の在留資格に係る制度の運

用に関する方針及び育成就

労に係る制度の運用に関す

る方針及び特定技能の在留

資格に係る制度の運用に関

する方針」（以下、「分野

別運用方針」という）を１

月 23日に閣議決定しまし

た。分野別運用方針のポイ

ントは以下の通りです。 

 

◆対象分野と受入れ見込数 

対象分野は、特定産業 19

分野、育成就労産業 17分野

で構成され、リネンサプラ

イ、物流倉庫、資源循環が

新たに追加されます（自動

車運送業・航空は特定産業

のみ）。これらは人手不足

が特に深刻として、分野ご

とに受入れ見込数（上限と

して運用）が示されまし

た。全体の受入れ見込数

は、特定技能 80万 5,700

人、育成就労 42万 6,200人

の合計 123万 1,900人（令

和 11年３月末まで）です。 

連絡先：〒675-0027 

兵庫県加古川市尾上町今福 365-1 

電 話：079-440-3614  FAX：079-426-7949 

ｅ－ｍａｉｌ：todajimusyo@hera.eonet.ne.jp 
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